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照明灯改修 8 ヶ所
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土木建設課
維持管理係

契　約　名 安来市道路公園付属設備改修工事

種別

安来市今津町561-1

㈱日新電工安来営業所

所長　後藤　俊弘

契約締結日の翌日 令和7年12月19日

施　行　場　所
安来市一円

種別及び概要 電気工事

随意契約の理由

「安来市道路公園付属設備改修工事」（以下、本工事という。）は、道路公園付属設備の改修
を行うものであり、安全・安心なまちづくりの観点から主に道路照明灯、公園照明灯の老朽化
による支柱等の倒壊による事故防止を目的とし、付属設備の更新を実施するものである。
本施設は令和４年度～令和５年度に実施した安来市照明灯LED化賃貸借事業（以下関連事
業という。）により現地調査・点検を行い、早期措置段階(Ⅲ)の損傷が確認され、構造物の機能
に支障が生じる可能性が高く、措置を講ずべき状態であると診断されており、早期に改修工事
を実施する必要がある。　　　　　　　　　　　　　　　　
また、本工事で対象とする付属設備の一部は、関連事業にて、灯具の更新(LED化)及び更新
後の維持管理を行なっている。
上記事業者は、関連事業を電気設備業者の施工役割として受託していたことから業務内容を
把握し、工事に必要な資材、要員を迅速に調達することが可能である。
また、関連事業と本工事における施工責任の所在の明確化が図れる。
以上の理由により、競争入札に付するよりも有利と認められるため、地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第２号により随意契約により、上記事業者と随意契約するもの。

   契 約 金 額 4,950,000円


